
嗣
捜
醇

霜
歳
事
鷺
1
鵠
ず
露

澄萱

は
や
き
こ
と
か
ぜ
の
ご
と
く

し
ず
か
な
る
こ
と
は
や
し
の
ご
と
し

「
疾
如
風
、
徐
如
林
、

侵
掠
如
火
、
不
動
如
山
」

武
田
騎
馬
軍
団
の
象
徴
と
し
て
常
に
陣
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

「
孫
子
の
旗
」

は
別
名
「
孫
子
四
如
の
旗
」
・
「
風
林
火
山
の

旗
」

と
も
い
わ
れ
、
中
国
の
代
表
的
兵
法
家
孫
武
の
書
「
孫
子
」
第
七
軍
争
編
に
話
さ
れ
て
い
る
一
文
か
ら
と
っ
た

も
の
で
、
信
玄
公
の
戦
に
対
す
る
心
得
を
、
更
に
は
領
国
経
営
の
思
想
を
映
し
て
い
ま
す
。
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由

当
神
社
は
、
戦
国
時
代
き
っ
て
の
名
将
、
武
田
晴
信
公
(
信
玄
会
)
を
お
肥
り
致
し
て
お
り
ま
す
。

晴
信
公
の
父
君
信
虎
会
が
永
正
十
、
一
ハ
年
(
一
五
一
九
)

を
移
し
て
以
来
、
晴
信
公
の
四
男
腺
頼
公
が
噺
府
城

に
石
和
館

(
韮
崎
市
)

任
し
た
蹄
踊
ケ
崎
館
の
跡
を
鎮
座
地
と
し
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

(
甲
府
市
川
田
町
)

よ
り
居
館

に
移
る
ま
で
六
十
二
年
の
閉
居

こ
の
地
は
周
囲
の
堀
、
土
塁
等

が
当
時
の
ま
ま
現
存
す
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
十
三
年

(
一
九
三
八
)

に
国
の
史
跡
と
し
て
指
定
を

受
け
て
い
ま
す
。

御
祭
神
・
晴
信
公
は
、
大
永
元
年
(
一
五
二
一
)

十
一
月
三
日
、
当
神
社
の
背
後
に
控
え
る
石

水
寺
要
害
城
に
で
、
清
和
源
氏
新
羅
三
郎
義
光
公
の
後
喬
武
田
信
虎
公
の
長
男
と
し
て
誕
生
、
幼

名
「
太
郎
」
量
名
「
腺
千
代
」
を
名
乗
り
、
天
文
五
年
(
一
五
三
六
)

三
月
の
元
服
に
際
し
、
室

町
幕
府
将
軍
足
利
義
時
か
ら
従
五
位
下
大
幡
大
夫
に
叙
さ
れ

「
晴
」

の
一
字
を
賜
り
、
晴
信
と
称

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
名
が
本
名
で
あ
り
、
信
玄
と
い
う
名
は
後
の
永
禄
二
年
(
一
五
五
九
)

頃
出

家
し
た
折
の

「
徳
栄
軒
信
玄
」
と
い
う
法
名
が
今
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。

天
文
十
年
(
一
五
四
一
)

二
十
一
歳
の
時
に
国
主
と
な
り
、
以
来
三
十
有
余
年
に
渡
り
藷
戦
に

連
戦
連
勝
を
重
ね
る
の
み
な
ら
ず
、
領
国
の
経
営
に
心
血
を
注
が
れ
ま
し
た
が
、
天
正
元
年

(
一
五
七
三
)

四
月
十
二
日
に
天
下
統
一
の
志
を
抱
き
京
に
上
る
途
中
、
夢
半
ば
に
信
州
駒
場
で

五
十
三
歳
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。

在
世
中
は
、
信
玄
堤
(
甲
斐
市
)
、
三
分
一
湧
水
(
北
杜
市
)
を
始
め
と
す
る
治
水
事
業
や
、

甲
州
金
の
鋳
造
及
び
貨
幣
制
度
の
確
立
等
の
事
績
を
中
心
に
、
民
政
に
尽
く
さ
れ
た
こ
と
か
ら

領
民
に
深
く
愛
さ
れ
、
没
後
も
民
の
手
に
よ
っ
て
生
前
の
居
館
で
あ
っ
た
こ
の
鄭
輯
ケ
崎
館
跡
に

ひ
っ
そ
り
と

「
武
田
法
仕
官
」

と
い
う
名
で
お
肥
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
現
在
で
も
県
民
こ
ぞ
っ
て
「
信
玄
さ
ん
」

「
信
玄
公
」
と
呼
び
親
し
ま
れ
る
様
は
、

ま
さ
に
郷
土
の
誇
り
で
あ
り
、
傑
出
し
た
英
雄
た
る
所
以
に
依
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

神
社
の
沿
革
は
、
大
正
四
年
(
一
九
一
五
)

大
正
天
皇
の
御
即
位
に
際
し
晴
信
公
に
従
三
位
が

追
贈
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
御
遺
徳
を
慕
う
山
梨
県
民
に
武
田
神
社
御
創
建
の
気
運
が
沸
き
上
が

り
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
「
武
田
神
社
奉
建
会
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
浄
財
に
ょ
っ
て
大
正
八
年

(
一
九
一
九
)

に
社
殿
が
竣
功
し
た
こ
と
に
ょ
り
ま
す
。
晴
信
公
の
ご
命
日
で
あ
る
四
月
十
二
日

に
は
、
毎
年
例
祭
が
斎
行
さ
れ
、
神
輿
が
四
キ
ロ
離
れ
た
遊
亀
公
園
の
お
旅
所
ま
で
巡
幸
し
、
こ
れ

に
武
田
二
十
四
将
の
騎
馬
武
者
が
供
奉
を
し
、
桜
花
爛
漫
の
下
、
時
代
絵
巻
を
繰
り
広
げ
ま
す
。


